弁当販売に関わる確認事項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年４月１４日
　北中城高校
Ⅰ　契約条項
１．販売期間は、令和８年５月１日から令和９年３月３１日までの期間とする。

２．食品衛生法に基づく営業許可を受けていること（営業許可証の写し提出）。

３．販売場所及び販売時間については、学校の指示に従う。

４．商品の売れ残りについては、学校は責任を負わない。

５．条件違反があった場合、販売許可を取り消すことができる。



Ⅱ　確認事項
（契約・運営）

１．販売業者との契約は単年度契約とし、次年度は改めて申請・審査を行う。

２．業者との連絡・調整は、業者代表連絡係を通して行う。

３．新規業者の参入は、空きが生じた場合に審議のうえ決定する。
（販売場所・時間）

４．販売場所は正面玄関前ホールとする。
５．販売時間は授業終了後（13：05）とし、授業中の販売は禁止する。
日程の変更等は毎月配布される行事計画で確認する。
６．考査期間中の販売は、原則として最終日のみとする。

７．校外行事（遠足・球技大会等）の場合は販売を行わない。

（食品・表示・品質）

８．販売品には【店名・製造年月日または消費期限・アレルギー・原材料等】を適切に記載すること。

９．弁当は「主食・主菜・副菜」を基本とした栄養バランスの取れた内容とする。

１０．価格は市価を基準とし、生徒に配慮した低廉な価格設定に努める。

１１．料金の値上げ等については、事前に学校側と協議するものとする。
（衛生管理・販売方法）

１２．衛生管理を徹底し、以下の事項を遵守する。
　(1) 商品はテーブル等の上で販売する
　(2) 割り箸・スプーンは衛生的に包装されたものを使用する
　(3) ガラス容器入り商品は販売しない。またストローの配布は行わない。
　　　(4) 環境配慮のためビニール袋等は原則配布しない
１３．食中毒・異物混入等が発生した場合は、直ちに報告し、販売許可の取消対象とする。
（学校対応・検査）

１４．学校による点検・試食・指示には従うこと（試食は無償提供）。

１５．必要に応じて調理場等の立入確認を行う場合がある。

１６．学校から求めがあった場合は、食品衛生監視関係書類等を提出する。
（その他）

１７．県総体等の行事により販売数が変動する場合がある。
